
 
ソフトウェアのご使用条件

日本電気株式会社およびＮＥＣパーソナルプロダクツ株式会社（以下
「弊社」といいます。）は、本使用条件とともにご提供するソフトウェア・プロ
グラム（以下「許諾プログラム」といいます。）を使用する権利を下記条項
に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとし
ます。なお、お客様が期待される効果を得るための許諾プログラムの選
択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客
様の責任とさせていただきます。 

1. 使用権 
(1) お客様は、許諾プログラムを本製品においてのみ使用することがで

きます。 
(2) お客様は、本使用条件に定める条件に従い日本国内においてのみ、

許諾プログラムを使用することができます。 

2. 期間 
(1) 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたとき

は、いつにても許諾プログラムの使用権を終了させることができるも
のとします。 

(2) 許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了する
まで有効に存続します。 

(3) 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件に基づく
お客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、
許諾プログラムの使用権の終了後直ちに許諾プログラムおよびその
全ての複製物を破棄するものとします。 

3. 許諾プログラムの複製、改変および結合 
(1) お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ許諾プログラムを１部

に限り複製することができます。 
(2) 前項の規定にかかわらず、本製品にインストールされた許諾プログ

ラムの複製物（運用環境をお客様において設定していただく場合が
あります。）を格納した記録媒体（例えば、CD-ROM）が本製品に添
付されている場合には、お客様は、許諾プログラムを複製することは
できません。この場合、お客様は、許諾プログラムの滅失、毀損等に
備える目的で本製品に添付された当該複製物を取り扱うものとしま
す。 

(3) お客様は、本使用条件に基づきお客様が作成した許諾プログラム
の全ての複製物に、許諾プログラムに付されている著作権表示およ
びその他の権利表示を付すものとします。 

(4) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラ
ムの使用、複製、改変、結合またはその他の処分をすることはできま
せん。 

(5) お客様は、いかなる場合であっても許諾プログラムとともに提供され
たマニュアル等の関連資料を複製することはできません。 

(6) 本使用条件は、許諾プログラムに関する知的財産権をお客様に移
転するものではありません。 

4. 許諾プログラムの移転等 
(1) お客様は、下記の全ての条件を満たした場合に限り、本使用条件

に基づくお客様の権利を譲渡することができます。 
(ｲ)お客様が本使用条件、許諾プログラムおよびその全ての複製物、
ならびに許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連
資料を本製品とともに譲渡し、これらを一切保持しないこと。 

(ﾛ) 譲受人が本使用条件に同意していること。 
(2) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラ

ムまたはその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転ま
たはその他の処分をすることはできません。 

 

5. 逆コンパイル等 
お客様は、許諾プログラムをリバース・エンジニアリング、逆コンパイルま
たは逆アセンブルすることはできません。 

6. 保証の制限 
(1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾

プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担を
もって処理されるものとします。 

(2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ
登録を行われた場合において、最初のお客様（本製品を新品かつ
未使用の状態で購入されたお客様をいいます。以下同様としま
す。）による本製品ご購入の日から１年以内に弊社が許諾プログラム
の誤り（バグ）を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプロ
グラムもしくは修正のためのプログラム（以下、これらのプログラムを
「修正プログラム」といいます。）またはかかる修正に関する情報をお
客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる
修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の
判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プ
ログラムは許諾プログラムとみなします。 

(3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合
におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。
本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。
本項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限
するものではありません。 

(ｲ) 許諾プログラムが格納された本製品内蔵のハードディスクに物理
的欠陥（ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限り
ます。）があった場合において、最初のお客様が本製品をお受け
取りになった日から１ヶ月以内の場合は NEC 121 コンタクトセン
ターにご連絡下さい。本製品を同一機種の製品と交換するものと
します。（ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた
場合に限ります。） 

(ﾛ) 本製品に添付された、許諾プログラムが格納された記録媒体に
物理的欠陥（ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすもの
に限ります。）があった場合において、最初のお客様が本製品を
お受け取りになった日から１ヶ月以内の場合はNEC 121コンタク
トセンターにご連絡下さい。無償にて当該記録媒体を同等の記
録媒体と交換するものとします。（ただし、弊社が当該欠陥を自己
の責によるものと認めた場合に限ります。） 

7. 責任の制限 
弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損
害（損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。）
および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害
について一切責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負う場合
には、弊社の損害賠償責任は、その法律上の構成の如何を問わず、お
客様が実際にお支払になった本製品の代金のうち許諾プログラムの代
金相当額を以てその上限とします。 

8. その他 
(1) お客様は、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得

ることなく、許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出して
はなりません。 

(2) 本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的
合意管轄裁判所として解決するものとします。

 
 

 

853-810913-095-A2   

*810913095A*   

ご連絡先 
NEC 121 コンタクトセンター  TEL フリーコール ：０１２０－９７７－１２１ 携帯電話／ＰＨＳ用：０３－６６７０－６０００ 

お客様へのお願い 
本パーソナルコンピュータの梱包を解かれる前に必ずお読みください。 

このたびは、弊社 NEC パーソナルコンピュータをお求めいただき、まことにありがとうございます。お客様が購入されたこの製品（以下「本製品」とい
います）には、ソフトウェア使用条件適用一覧記載のソフトウェア製品（以下「本ソフトウェア製品」といいます）が含まれております。弊社では、下記「ソ
フトウェアのご使用条件」のほか、各本ソフトウェア製品毎にそれぞれに適用されるソフトウェア使用条件を、ソフトウェア使用条件適用一覧記載の通り
同梱またはプリインストールしております。本ソフトウェア製品のご使用を開始される前に、これらの使用条件を充分にお読み下さい。いずれかの使用
条件にご同意いただけない場合には、本製品をお求めになった販売店にご返却下されば、代金をお返しいたします。お客様が本ソフトウェア製品の
ご使用を開始されることをもって、すべての本ソフトウェア製品の使用条件にご同意いただいたものといたします。これらの使用条件は本ソフトウェア製
品の使用許諾の証明ですので、大切に保管して下さい。 



 
本紙では、お買い求めいただいた製品についての注意事項を記載しております。 
ご覧いただいた後も大切に保管してください。 

 
 
 
このたびは弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうござ

います。本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。 
本製品には、Windows Vista® Businessのライセンス条項をお読みになっ

たお客 様 からのご依 頼 により、弊 社 がお客 様 のかわりにWindows Vista® 
Businessのライセンス条項に付帯するダウングレード権を行使してWindows® 
XP Professionalをプリインストールしております。本製品をご使用の際には、添
付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。  

 
ソフトウェア使用条件適用一覧 

搭載されているソフトウェアのみご参照ください。また、下記以外のソフトウェア製品は「ソフトウェアのご使用条件」を参照ください。 

■Windows XP ダウングレードモデルおよびWindows Vista にアップグレード時に搭載される共通のソフトウェア 
ソフトウェア製品名 適用される使用条件 

Microsoft® Office Personal 2007  

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項/品質保証規定 
（Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 
2007いずれかの初回起動時に「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」画面で表示され
ます） 

Microsoft® Office Personal 2007 with  
Microsoft® Office PowerPoint® 2007 

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項/品質保証規定 
(Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook®

2007のいずれかの初回起動時、及びMicrosoft® Office PowerPoint® 2007の初回起動時に「マ
イクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」画面で表示されます。） 

ウイルスバスター™ 2009 

1. お客様は、トレンドマイクロ株式会社より許諾プログラムを使用する権利の許諾を受けます

が、著作権がお客様に移転するものではありません。詳細は、インストールフォルダにある

使用許諾をご覧ください。著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他のすべての知

的財産権はトレンドマイクロ株式会社へ独占的に帰属します。 

2. ウイルスバスター2009(以下、「本ソフトウェア」という)は1つのシリアル番号につき1台のコン

ピュータにインストールして使用できます。(1台にOSが1つの場合。) 

3. トレンドマイクロ株式会社は、本ソフトウェア、ドキュメント、サポートサービスなどに関して一

切の保証を行いません。理由の如何を問わずトレンドマイクロ株式会社がお客様またはそ

の他の第三者に対して負担する責任の総額は、お客様が実際に支払われた対価のうち、

本ソフトウェアの代金相当額を上限とします。 
4. 本使用条件に定めのない規定については、下記インストールフォルダに格納されている使
用許諾契約書に規定される条件が適用されるものとします。 
[インストールフォルダ]  C:\Program Files\Trend Micro\Virus Buster\license.rtf 

以下のソフトウェア製品については、使用開始時もしくはインストール時に表示される使用許諾契約書、使用条件等を参照ください。
CyberSupport for NEC、Adobe®Reader®、Roxio Creator LJ、Java Runtime Environment (JRE) 6 

■Windows XP ダウングレードモデルにのみ搭載されるソフトウェア 

ソフトウェア製品名 適用される使用条件 

Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 
Service Pack 3 

・使用許諾契約書(初回起動時の「使用許諾契約」画面で表示されます) 
・Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版の品質保証責任等についての条件 

本製品をご利用になる前にご確認ください 

重要保管 



■Windows Vista にアップグレード時にのみ搭載されるソフトウェア 

ソフトウェア製品名 適用される使用条件 

Microsoft® Windows Vista®Business  
・ 使用許諾契約書(初回起動時の「使用許諾契約」画面で表示されます) 
・ Windows Vista®Businessの品質保証責任等についての条件 

キヤノン IJ プリンタドライバ 
ソフトウェア製品使用許諾契約書 
(C:\OPTIONS\PRINTER\CanonBJ\EULA\Canon_PIXUS_使用許諾.txt を参照ください) 

DVD MovieWriter® for NEC 使用許諾契約書（C:\APSETUP\CMW\License.rtf を参照ください） 

Microsoft® SQL Server™ 2005 Compact Edition 
英語版 

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 MICROSOFT SQL SERVER 2005 COMPACT 
EDITION RUNTIME 
（C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition\v3.1\EULA_EN.rtf を参照くださ
い。） 

NHK時計（青版） 
NHK時計（木目調版） 

下記URLの「ＮＨＫガジェットのご利用にあたって」をご参照ください。 
http://www.nhk.or.jp/toppage/gadget/gadget_kiyaku.html 

フジテレビ DesktopTools ラフちゃんねる 
 for Windows Vista™ ラフコット 
フジテレビ DesktopTools ラフちゃんねる 
 for Windows Vista™ ラフくん時計 

下記URLの 『フジテレビDesktopTools 「ラフちゃんねる」』利用規約 をご参照ください。 
http://www.fujitv.co.jp/laugh-channel/riyoukiyaku/ 

TBS News-i ガジェット 
下記URLをご参照ください。 
http://www.tbs.co.jp/Vista_gadget/EULA.html 

tv asahi gadget Ver1.0.0.0 
下記URLをご参照ください。 
http://www.tv-asahi.co.jp/gadget/eula.html 

以下のソフトウェア製品については、使用開始時もしくはインストール時に表示される使用許諾契約書、使用条件等を参照ください。
DVD-MovieAlbum SE 4.5､Windows Live™ Messenger、Windows Live™ Writer、Windows Live™ フォトギャラリー、Windows Live™ メール 

Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook、Excel、PowerPoint、DirectX、Windows Media、Windows Live およびWindows のロゴは、米国Microsoft 
Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。「CyberSupport」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。Adobe、
Adobe ロゴおよび Flash は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
TRENDMICRO 及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。「DVD-MovieAlbum」は、松下電器産業株式会社の商標及び
登録商標です。Corel、DVD MovieWriter は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。Java は、米国 Sun 
Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Canon、PIXUS はキヤノン株式会社の商標です。その他、本紙に
記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。 

 



 

Microsoft® Windows Vista® Business または 

Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 

の品質保証責任等についての条件 

１．保証の制限 

(1) 日本電気株式会社およびＮＥＣパーソナルプロダクツ株式会社（以下「弊社」といいます）は、許諾プロ
グラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任およ
び費用負担をもって処理されるものとします。 

(2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最
初のお客様による本製品ご購入の日から１年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したと
きは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログ
ラムを「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとしま
す。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については
弊社の判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラム
とみなします。 

(3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合におけるお客様の救済手段は、次
の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本
項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。 

(イ) 許諾プログラムが格納された本製品内蔵のハードディスクに物理的欠陥(ただし、許諾プログラム
の使用に支障をきたすものに限ります。)があった場合において、最初のお客様が本製品をお受
け取りになった日から１ヶ月以内の場合はNEC 121コンタクトセンターにご連絡下さい。本製品を
同一機種の製品と交換するものとします。(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認め
た場合に限ります。) 

(ロ) 本製品に添付された、許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログ
ラムの使用に支障をきたすものに限ります。)があった場合において、最初のお客様が本製品をお
受け取りになった日から１ヶ月以内の場合は NEC 121 コンタクトセンターにご連絡ください。無償
にて当該記録媒体を同等の記録媒体と交換するものとします。(ただし、弊社が当該欠陥を自己
の責によるものと認めた場合に限ります。) 

２．責任の制限 
弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、
または予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損
害について一切責任を負いません。また弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任は、
その法律上の構成の如何を問わず、お客様が実際にお支払いになった本製品の代金のうち許諾プログラ
ムの代金相当額を以てその上限とします。 

３．その他 

(1) お客様は、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく、許諾プログラムおよび
その複製物を日本国から輸出してはなりません。 

(2) 本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決する
ものとします。 

 

お客様へのお願い 
本パーソナルコンピュータの梱包を解かれる前に必ずお読みください。 


